
 [入院時食事療養に関する事項] 

当院は、入院時食事療法（Ｉ）に関する特別管理の届出に係る食事を提供しています。 

特別管理による食事の提供では、管理栄養士によって管理された食事を適時（夕食について

は、６時以降）適温で提供致します。 

 

[明細書発行状況に関する事項] 

医療費の内容の分かる領収書と一緒に診療報酬明細書を発行しています。 

公費負担医療に係る給付により自己負担のない患者さんについても明細書を無償で交付 

しています。 

 代理の人が会計を行った場合も含めて明細書の交付を希望しない場合は、申し出て 

ください。 

 

【病院指定】 

      ・保険医療機関 

   ・労災保険指定医療機関 

   ・身体障害者福祉法指定医の配置されている医療機関 

   ・生活保護法指定医療機関 

   ・原子爆弾被爆者一般疾病医療取扱医療機関 

 

  介護保険事業者 

   ・居宅療養管理指導 

   ・介護予防居宅療養管理指導 

 

  介護保険みなし指定 

   ・訪問看護 

   ・介護予防訪問看護 

   ・訪問リハビリテーション 

   ・介護予防訪問リハビリテーション 
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